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２
０
０
８
年
に
結
成
し
た

「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」。
企
業
法

務
を
得
意
と
す
る
「
開
本
法
律

事
務
所
」
と
試
験
合
格
者
を
含

め
て
13
人
の
社
会
保
険
労
務
士

を
有
す
る
「
北
海
道
賃
金
労
務

研
究
所
」、
行
政
書
士
事
務
所

な
ど
の
専
門
家
集
団
だ
。

　

労
働
問
題
に
精
通
し
、
労
働

組
合
と
の
交
渉
に
も
豊
富
な
実

績
を
持
つ
開
本
英
幸
弁
護
士
は

「
企
業
の
被
害
を
最
小
限
に
食
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弁
護
士
・
社
労
士
が
労
使
ト

ラ
ブ
ル
か
ら
企
業
を
守
る

手
な
使
い
分
け
も
必
要
で
す
」

と
話
し
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
研
修

や
企
業
の
ヘ
ル
プ
ラ
イ
ン
相
談

窓
口
の
対
応
に
も
力
を
入
れ
る
。

　

ま
た
、
年
間
３
０
０
０
件
も

の
労
務
相
談
が
寄
せ
ら
れ
る
北

海
道
賃
金
労
務
研
究
所
の
石
田

和
彦
代
表
は
「
同
一
労
働
同
一

賃
金
制
度
お
よ
び
70
歳
継
続
雇

用
を
背
景
に
、
今
後
は
〝
能
力

不
足
〟
の
社
員
へ
の
対
応
が
労

務
管
理
の
鍵
と
な
る
。
能
力
不

足
は
客
観
的
な
根
拠
を
提
示
し

いしだ・かずひこ／ 1992 年
北海道大学卒業後、食品メ
ーカーに研究職として入社。
2003 年社会保険労務士登
録。07年北海道賃金労務
研究所設立。特定社会保
険労務士。

石田 和彦

ひらきもと・ひでゆき／ 1994
年慶應義塾大学法学部卒
業，97年北海道大学大学院
法学研究科卒業。99年弁
護士登録。2008 年開本法
律事務所開設。北海道労
働審議会委員。

開本 英幸労
務
管
理

に
く
く
、
労
使
ト
ラ
ブ
ル
に
発

展
し
や
す
い
。
ま
た
、
労
働
法

の
改
正
頻
度
も
高
く
、
専
門
家

を
活
用
す
べ
き
」
と
語
る
。

　

近
年
、
労
働
法
に
関
し
て

〝
知
識
武
装
〟
し
た
労
働
者
も

増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
主
張

す
る
言
動
を
見
極
め
、
弁
護
士

と
社
労
士
が
連
携
。
労
使
ト
ラ

ブ
ル
の
予
防
か
ら
終
息
ま
で
対

応
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。

い
止
め
、
早
期
収
束
さ

せ
る
ポ
イ
ン
ト
は
初
動

と
予
防
に
尽
き
ま
す
。

弁
護
士
と
社
労
士
の
上


